
仕事の窓仕事の窓

ト
ラ
ッ
ク
事
業
者
向
け
の
グ
リ
ー
ン
経
営
認
証
取
得
講
習
会
を
開
催

　
　〜
環
境
に
配
慮
し
た
グ
リ
ー
ン
経
営
の
実
践
を
目
指
し
て
〜

グ
リ
ー
ン
経
営
と
は
、
事
業
者
の
行
う
事
業
活
動
の
中
に
環
境
保
全
へ
の
配
慮
を
組
み
入
れ
、

自
主
的
・
計
画
的
に
環
境
対
策
を
進
め
な
が
ら
経
営
面
で
の
向
上
を
図
っ
て
い
く
経
営
を
言
い
ま
す
。

エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
の
推
進
や
低
公
害
車
の
導
入
、
従
業
員
に
対
す
る
環
境
教
育
な
ど
が
代
表
的
な
取
組
に
な
り
ま
す
。

運輸部
　
日
本
全
体
の
二
酸
化
炭
素

（
C
O
2

）
排
出
量
の
う
ち
、
運
輸
部

門
の
排
出
量
の
割
合
は
約
19
％
で
あ

り
、
そ
の
中
で
も
、
運
輸
部
門
の
約

40
％
を
貨
物
分
野
が
占
め
て
い
ま
す

（
２
０
０
７
年
度
現
在
）
。

　
1
9
9
0
年
比
６
％
減
と
い
う
京
都

議
定
書
の
削
減
約
束
を
達
成
す
る
た

め
に
は
、さ
ら
な
る

削
減
努
力
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。こ

う
し
た
状
況
を
踏

ま
え
、国
土
交
通
省

で
は
運
輸
部
門
に
お

け
る
地
球
温
暖
化

等
環
境
対
策
の一
環

と
し
て
、交
通
エ
コ
ロ

ジ
ー・モ
ビ
リ
テ
ィ
財

団
が
行
う
、環
境
に

や
さ
し
い
企
業
経
営

「
グ
リ
ー
ン
経
営
」の
認
証
制
度
を
推
奨

し
て
お
り
、同
認
証
制
度
の
普
及
促
進

を
図
って
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
運
輸
部
で
は
、
平
成
21
年
11
月
17

日
、
社
団
法
人
沖
縄
県
ト
ラ
ッ
ク
協

会
第
一
研
修
室
に
て
、
交
通
エ
コ
ロ

ジ
ー
・
モ
ビ
リ
テ
ィ
財
団
の
協
力
の

下
、
グ
リ
ー
ン
経
営
認
証
の
取
得
を

促
進
す
る
と
と
も
に
、
グ
リ
ー
ン
経

営
に
つ
い
て
の
関

心
・
理
解
を
増
進

す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
ト
ラ
ッ

ク
事
業
者
を
対
象

に
「
グ
リ
ー
ン
経

営
認
証
取
得
講
習

会
」
を
開
催
し
ま

し
た
。

　
今
回
の
講
習
会

で
は
、
交
通
エ
コ

ロ
ジ
ー
・
モ
ビ
リ

テ
ィ
財
団
交
通
環
境
対
策
部
の
加
藤

信
次
部
長
を
講
師
に
招
き
、
グ
リ
ー

ン
経
営
認
証
制
度
の
概
要
、
認
証
取

得
の
効
果
（
※
）
及
び
認
証
取
得
に

向
け
た
具
体
的
な
手
続
き
方
法
な
ど

が
説
明
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
回
の
講
習
会
を
契
機
に
、
ト

ラ
ッ
ク
事
業
者
の
皆
様
が
、
グ
リ
ー

ン
経
営
認
証
取
得
の
必
要
性
に
つ
い

て
理
解
を
一
層
深
め
て
い
た
だ
く
と

と
も
に
、
環
境
に
配
慮
し
た
経
営
の

実
践
に
向
け
た
取
組
を
積
極
的
に
推

進
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
期
待
さ
れ

ま
す
。
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公正取引室は、経済活動の基本ルー
ルである独占禁止法の役割等について理

解してもらうため、去る10月28日

（水）と29日（木）の両日にかけて那覇

市立那覇中学校の3年生を対象に「独占

禁止法教室」を開催しました。

　私たちは、独占禁止法が禁止している

カルテルや入札談合といった取締りのニ

ュースや記事をよく目にすることがあり

ますが、中学生にとって独占禁止法の役

割について学ぶ機会はなかなかありませ

ん。こうした中、公正取引委員会及び公

正取引室は、将来、社会人として経済活

動に参加する中学生などに対し、早い段

階で独占禁止法などの役割を理解しても

らうため、全国各地の中学校等に職員を

派遣し、「独占禁止法教室」を開催して

います。

　那覇中学校では241名の生徒が、「市

場経済」、「競争」、「独占」、「カル

テル」といったキーワードをもとに、生

徒が販売店役と消費者役に分かれて、販

売店同士が値引きや粗品を進呈するなど

の販売店同士が競争をすることによって

消費者にどのようなメリットがあるのか、

また、どのような事をすると法律違反に

なるのかなどについて、ゲームや身近な

事例を通して競争の重要性や独占禁止法

などの役割について学習しました。

　また、一部の生徒が審査官役となって

行われた独占禁止法に違反する疑いのあ

る企業に対する立入検査と関係者からの

事情聴取の実演では、カルテルの疑いの

ある企業の社長と当室の審査官との緊迫

したやりとりに、生徒たちも身を乗り出

して聞いていました。生徒からは「なぜ、

私的独占やカルテルをやってはいけない

かがよく分かった」、「実演を通して公

正取引委員会の仕事を理解することがで

きた」などの感想が寄せられました。

　なお、独占禁止法教室への講師派遣の

ご要望がありましたら、お気軽に当室ま

でご連絡ください。

総　務　部 中学校で「独占禁止法教室」を開催
～市場における競争の重要性を学ぶ～

11月３０日（月）、第２８回国有財
産沖縄地方審議会（会長：竹下勇夫）が、

那覇第２地方合同庁舎会議室で開催され

ました。沖縄総合事務局長から「豊見城

市に対し、財務省所管普通財産を瀬長島

地区公園事業用地（サンセットパーク）

として売払い及び無償貸付すること」に

ついて諮問が行われ、審議された結果、

諮問どおり処理することが適当である旨

の答申がありました。

　豊見城市は、瀬長島の南西側海岸沿い

に位置する国有地（13,924.40㎡）に

ついて、既存の公園（サンセットパー

ク）に編入し、駐車場、植栽、遊歩道を

整備する計画を策定しており、当該国有

地の取得を要望しておりました。

　当局としても、公用・公共用優先の観

点から本財産を豊見城市の公園用地とし

て有効に活用するために処分することは

適当であるとして、諮問を行ったもので

す。なお、委員から、「豊見城市は、駐

車場等の整備については瀬長島全体の利

用計画の中で検討していただきたい」旨

の意見が出されました。

　今後は、豊見城市に対して当該国有地

の３分の１を時価売払、３分の２を無償

貸付により処理することにより、公園と

して整備が図られ、県民の憩いの場とし

て有効に活用されることとなります。

財　務　部

Sou
mub
u

○独占禁止法教室に関する問い合わせ

　公正取引室

　内閣府沖縄総合事務局総務部

　那覇市おもろまち２－１－１

　那覇第２地方合同庁舎２号館６階

　TEL０９８－８６６－００４９

国有財産沖縄地方審議会を開催 Zaim
ubu

※認証取得の効果
・燃費の向上
・交通事故件数の減少
・車両故障件数の減少
・職場の活性化、従業員の士気向上
・国土交通省等のホームページにおける事業者名の公表
・ロゴマークの使用
・交通エコロジー・モビリティ財団からの環境保全活動に
　関する情報提供や指導・助言
・顧客や取引先企業へのアピール
・低金利融資制度等の適用

熱心に講義を聴く受講者

交通エコロジー・モビリティ財団加藤信次部長による講義
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新エネ百選や次世代エネルギーパーク
の推進等、管内ではエネルギーや環境に関

する取組が数多く行われています。

　そのような中、沖縄本島北部地域の活性

化に向けて、「新エネルギー事業導入促進

セミナー・イン名護市」 と銘打ち、セミナー

が開催されました。 

　当局とＮＥＤＯ九州支部が、名護市等と

の共催で、11月30日（月）名護市民会館

において開催いたしましたが、 基調講演と

して東京工業大学統合研究院教授 柏木孝

夫氏から「新政権下で加速される新エネル

ギー政策」と題し、ご講演いただきました。

当日参加された方からは、最新の内容で興

味深かった等の意見がアンケートに寄せら

れました。 

　当部からは、「我が国のエネルギー情勢」

の講演と共に、「次世代エネルギーパーク」

認定地域等から３地域（福岡県大木町、沖

縄県宮古島市、沖縄県糸満市）の新エネ導

入事例報告を行いました。

　セミナー会場内には、「新エネ百選」パネ

ルを展示し、120名の参加者に新エネ事

業への関心を高めていただきましたが、各

自治体の真剣に取り組む姿勢が伝わり、非

常に意義深いセミナーとなりました。

　翌12月1日（火）には、現地研修会として、

楚州風力発電所（1800KW×2基）の視察

も行われ、新エネルギー導入に関する理解

を深めていただきました。

経済産業部 新エネルギー事業導入促進セミナー開催

平成21年11月21日（土）及び22日
（日）の２日間にわたり那覇港湾・空港

整備事務所にて建設中の那覇港沈埋トン

ネル内で那覇港海底わくわくウォークを

開催いたしました。当該トンネルは、臨

港道路空港線として整備しているもので、

那覇港と背後都市や那覇空港との輸送を

強化することを目的に平成８年から工事

を着手しており、平成２２年度末の供用

開始を予定しています。供用開始後は自

動車専用道路となることから、一般歩行

者の通行はできなくなるため、供用開始

前にトンネル内を広く一般に開放するこ

とになりました。一般開放に先立ち、初

日には一般開放開始式が執り行われ、竹

澤正明沖縄総合事務局長の挨拶に始まり、

下地幹郎衆議院議員、糸数慶子参議院議

員、喜納昌吉参議院議員、島尻安伊子参

議院議員及び仲井眞沖縄県知事の来賓挨

拶のあと、小学生９名を含む１８名でテ

ープカットのセレモニーが執り行われま

した。その後、若狭小学校の音楽部によ

る演奏をバックに、ウォーキングが開始

され、式典参加者がトンネル内を一斉に

歩き出しました。２日間の来場者数は、

予想を大幅に上回る総勢9156人で、各

自それぞれのペースでトンネル内のウォ

ーキングを楽しんだり、トンネル内に設

置されている工事内容のパネルや模型及

び工事の記録映像を鑑賞し、熱心に説明

スタッフに質問するなど当該施設の役割、

重要性を認識していました。来場者は一

様に「すごい」、「大きい」、「すばら

しい」と感動していました。

開発建設部 那覇港海底わくわくウォーク（那覇港沈埋トンネル
　　一般開放　　）開催

kyokuno     Ugoki
総務
部

財務
部

経済
産業
部

Keiz
aisa
ngy
o

開発
建設
部

運輸
部

農林
水産
部

Kaiha
tsuke

nsets
u

11月6日（金）、那覇第２地方合同庁
舎において県内各金融機関（地域銀行、信

用金庫、労働金庫）の担当者を対象に、「疑

わしい取引」の届出についての研修会を開

催しました。

　「疑わしい取引」の届出制度は、マネー・

ローンダリングを防止するための対策の一

つであり、金融機関等から犯罪収益に係る

取引に関する情報を集めて捜査に役立て

ることを目的とする制度ですが、他方で、金

融機関等のサービスが犯罪者によって利

用されることを防止し、金融機関や金融シ

ステムの健全性及びこれらに対する信頼を

確保しようとする制度でもあります。

　当日は、警察庁刑事局組織犯罪対策部

折田課長補佐から、「疑わしい取引」の届出

状況や業態別の届出理由、「疑わしい取

引」に関する情報の犯罪捜査等への具体

的な活用方法について、また、金融庁監督

局総務課井上係長からは、「疑わしい取引」

の届出を行う際の留意事項等について説

明が行われ、参加者は熱心に聞き入ってい

ました。

財　務　部 「疑わしい取引」の届出研修会を開催

中小企業者が金融機関から資金を
スムーズに調達できるようにするため、

財務部では、中小企業の特性に留意した

「金融検査マニュアル別冊〔中小企業融

資編〕」の説明会を実施しています。

　今年度は、税理士・公認会計士で組織

するＴＫＣ会員が行うセミナーを中心に

説明会を実施することとしており、第１

弾として１１月６日に石垣市の税理士事

務所が主催する中小企業者向けセミナー

において説明会を行いました。

　説明会では、中小企業が金融機関から

高く評価され資金がスムーズに調達でき

るためのポイントについて事例を紹介し

ながら説明を行うとともに、中小企業の

資金繰り支援のために金融庁が昨年から

見直しを進めている貸出条件の緩和措置

についても説明を行いました。

　当日は３７名の中小企業の方々が参加

し、説明に熱心に聞き入っていました。

参加者からは「これからの資金調達に役

立てたい」、「これからもこのような説

明会を開催してほしい」といった意見が

聞かれました。

財　務　部 「金融検査マニュアル別冊」説明会を開催

Zaim
ubu

Zaim
ubu

名護市長のご挨拶の様子

【臨港道路空港線】
ルート：若狭ＩＣ～那覇水路～
　　　　空港ＩＣ
延　長：3ｋｍ
　　　（トンネル部：724ｍ）
車線数：6車線（片側3車線）
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新エネ百選や次世代エネルギーパーク
の推進等、管内ではエネルギーや環境に関

する取組が数多く行われています。

　そのような中、沖縄本島北部地域の活性

化に向けて、「新エネルギー事業導入促進

セミナー・イン名護市」 と銘打ち、セミナー

が開催されました。 

　当局とＮＥＤＯ九州支部が、名護市等と

の共催で、11月30日（月）名護市民会館

において開催いたしましたが、 基調講演と

して東京工業大学統合研究院教授 柏木孝

夫氏から「新政権下で加速される新エネル

ギー政策」と題し、ご講演いただきました。

当日参加された方からは、最新の内容で興

味深かった等の意見がアンケートに寄せら

れました。 

　当部からは、「我が国のエネルギー情勢」

の講演と共に、「次世代エネルギーパーク」

認定地域等から３地域（福岡県大木町、沖

縄県宮古島市、沖縄県糸満市）の新エネ導

入事例報告を行いました。

　セミナー会場内には、「新エネ百選」パネ

ルを展示し、120名の参加者に新エネ事

業への関心を高めていただきましたが、各

自治体の真剣に取り組む姿勢が伝わり、非

常に意義深いセミナーとなりました。

　翌12月1日（火）には、現地研修会として、

楚州風力発電所（1800KW×2基）の視察

も行われ、新エネルギー導入に関する理解

を深めていただきました。

経済産業部 新エネルギー事業導入促進セミナー開催

平成21年11月21日（土）及び22日
（日）の２日間にわたり那覇港湾・空港

整備事務所にて建設中の那覇港沈埋トン

ネル内で那覇港海底わくわくウォークを

開催いたしました。当該トンネルは、臨

港道路空港線として整備しているもので、

那覇港と背後都市や那覇空港との輸送を

強化することを目的に平成８年から工事

を着手しており、平成２２年度末の供用

開始を予定しています。供用開始後は自

動車専用道路となることから、一般歩行

者の通行はできなくなるため、供用開始

前にトンネル内を広く一般に開放するこ

とになりました。一般開放に先立ち、初

日には一般開放開始式が執り行われ、竹

澤正明沖縄総合事務局長の挨拶に始まり、

下地幹郎衆議院議員、糸数慶子参議院議

員、喜納昌吉参議院議員、島尻安伊子参

議院議員及び仲井眞沖縄県知事の来賓挨

拶のあと、小学生９名を含む１８名でテ

ープカットのセレモニーが執り行われま

した。その後、若狭小学校の音楽部によ

る演奏をバックに、ウォーキングが開始

され、式典参加者がトンネル内を一斉に

歩き出しました。２日間の来場者数は、

予想を大幅に上回る総勢9156人で、各

自それぞれのペースでトンネル内のウォ

ーキングを楽しんだり、トンネル内に設

置されている工事内容のパネルや模型及

び工事の記録映像を鑑賞し、熱心に説明

スタッフに質問するなど当該施設の役割、

重要性を認識していました。来場者は一

様に「すごい」、「大きい」、「すばら

しい」と感動していました。

開発建設部 那覇港海底わくわくウォーク（那覇港沈埋トンネル
　　一般開放　　）開催
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11月6日（金）、那覇第２地方合同庁
舎において県内各金融機関（地域銀行、信

用金庫、労働金庫）の担当者を対象に、「疑

わしい取引」の届出についての研修会を開

催しました。

　「疑わしい取引」の届出制度は、マネー・

ローンダリングを防止するための対策の一

つであり、金融機関等から犯罪収益に係る

取引に関する情報を集めて捜査に役立て

ることを目的とする制度ですが、他方で、金

融機関等のサービスが犯罪者によって利

用されることを防止し、金融機関や金融シ

ステムの健全性及びこれらに対する信頼を

確保しようとする制度でもあります。

　当日は、警察庁刑事局組織犯罪対策部

折田課長補佐から、「疑わしい取引」の届出

状況や業態別の届出理由、「疑わしい取

引」に関する情報の犯罪捜査等への具体

的な活用方法について、また、金融庁監督

局総務課井上係長からは、「疑わしい取引」

の届出を行う際の留意事項等について説

明が行われ、参加者は熱心に聞き入ってい

ました。

財　務　部 「疑わしい取引」の届出研修会を開催

中小企業者が金融機関から資金を
スムーズに調達できるようにするため、

財務部では、中小企業の特性に留意した

「金融検査マニュアル別冊〔中小企業融

資編〕」の説明会を実施しています。

　今年度は、税理士・公認会計士で組織

するＴＫＣ会員が行うセミナーを中心に

説明会を実施することとしており、第１

弾として１１月６日に石垣市の税理士事

務所が主催する中小企業者向けセミナー

において説明会を行いました。

　説明会では、中小企業が金融機関から

高く評価され資金がスムーズに調達でき

るためのポイントについて事例を紹介し

ながら説明を行うとともに、中小企業の

資金繰り支援のために金融庁が昨年から

見直しを進めている貸出条件の緩和措置

についても説明を行いました。

　当日は３７名の中小企業の方々が参加

し、説明に熱心に聞き入っていました。

参加者からは「これからの資金調達に役

立てたい」、「これからもこのような説

明会を開催してほしい」といった意見が

聞かれました。

財　務　部 「金融検査マニュアル別冊」説明会を開催

Zaim
ubu

Zaim
ubu

名護市長のご挨拶の様子

【臨港道路空港線】
ルート：若狭ＩＣ～那覇水路～
　　　　空港ＩＣ
延　長：3ｋｍ
　　　（トンネル部：724ｍ）
車線数：6車線（片側3車線）
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平成２１年１１月１日（日）に北部ダム事
務所が大宜味村の大保川で建設を進めて

いる大保ダムで２００９「森にまなぼう」プロ

ジェクト in 大宜味村（主催：「森にまなぼ

う」プロジェクト大宜味村実行委員会）が開

催され、村内外から約５００名の参加者を

集め植樹祭などが行われました。

　同プロジェクトは２００６年から国頭村で

行われてきましたが、今回は大宜味村での

開催となり、「水資源保全と地球温暖化防

止活動の一環として、次世代を担う子ども

たちに自然保護の大切さを、植樹・育樹を

通して体験する機会を提供し、環境教育の

推進を図る。また、大保ダム建設事業に伴

い、北部ダム事務所との連携により、地区

内へ大宜味村の特色を活かした植樹を行

い、環境、観光、教育プログラムに繋げる取

組とする。」ことを趣旨として開催されたも

のです。

　当日は時折強い雨が降る中、くわやスコ

ップを使ってサプライズゲストのサッカー

元日本代表の中田英寿さんらとともに、大

宜味村の村木であるシークヮーサーやツ

バキ５００本を植樹しました。記念植樹の後

は、水資源の保全と地球温暖化を題材とし

たエコロジークイズ大会や子供たちと５名

のサッカー元日本代表とのミニサッカーゲ

ームなどが行われました。ミニサッカーゲ

ームでは、ハイレベルの技に歓声が上がり、

子供たちの一生懸命なプレーに拍手が送

られていました。

　現在、大保ダムでは、来年度の完成を目

指しダムの安全性などを最終確認するた

め試験的にダムに水を貯めているところで

すが、並行してダム周辺では、工事ヤード跡

地を利用した芝生広場やビオトープなどの

環境整備を進めているところです。ダムが

完成した暁には、水源地域の方々と連携を

図り、ダム湖を中心とするこれらダム周辺

のオープンスペースの活用を進め、今回の

プロジェクトのような地域の活性化に繋が

る取組を積極的に応援していきたいと考

えています。

開発建設部 大保ダムで２００９「森にまなぼう」プロジェクト in 大宜味村を開催

南部国道事務所では、国道３３１号南城
市佐敷地区の改良事業を実施するにあた
り、地元住民等の声を事業へ反映させるた

めに、平成２１年１１月２５日に地元自治会
や馬天小学校職員及びＰＴＡ、南城市、与那
原警察署の関係者と協働で津波古交差点
から新里南交差点までの約１．６ｋｍの区間

において徒歩による「道路の交通安全点
検」を実施しました。
　今回の安全点検実施区間は、歩道幅員
が狭隘な箇所や右折帯が設置されていな
い交差点があり、地元からも交通安全性の
向上、交通渋滞の緩和、沿道環境の改善を
図るために道路改良の早期実現について
の要請が寄せられています。
　また、去る平成２１年６月２２日には、路線
バスと自転車との接触事故が発生し、小学
生が犠牲になっております。
　安全点検後の意見交換会において、参
加者から、①歩道幅員を広くしてほしい、②
視認性の悪いカーブを改善してほしい、③
歩道が途切れている箇所に危険周知の標
識を設置してほしい等の要望をいただきま
した。安全点検でいただいた要望等につい
ては、内容を精査し、対応可能な要望につ
いては、今後の改良事業へ反映させたいと
考えております。

開発建設部 国道３３１号南城市佐敷地区において「道路の交通安全点検」を実施

「特定地域における一般乗用旅客自動車
運送事業の適正化及び活性化に関する特

別措置法（平成21年法律第64号）」が、

平成21年10月１日に施行されました。

この法律に基づき、供給過剰の進行等に

よりタクシーが地域公共交通としての機

能を十分に発揮できていない地域として、

沖縄本島地域を含む全国141地域が、

「特定地域」として指定されました。特

定地域においては、地域の関係者により

組織される協議会が「地域計画」を作成

し、タクシー事業の適正化・活性化の推

進に向けて総合的・一体的に取り組むこ

ととし、タクシー事業者は、「地域計

画」に即してタクシー事業の適正化・活

性化に資する取組を実施するための「特

定事業計画」を作成することとしており

ます。

　これを踏まえ、去る

10月27日に、「沖縄

本島地域タクシー適正

化活性化協議会（会

長：勝山潔沖縄総合事

務局運輸部長、事務局

長：金城宏孝(社)沖縄

県ハイヤー・タクシー

協会会長）」が開催さ

れました。会議では、

沖縄総合事務局運輸部

より、沖縄本島地域におけるタクシー事

業の現状と問題点について説明があった

後、各委員より、様々な意見が出され、

活発な議論が行われました。今後、「地

域計画」の作成等に向け、数回開催され

る予定となっており、作成された「地域

計画」及び「特定事業計画」に基づき、

タクシー事業の適正化及び活性化に資す

る取組が実施されることとなります。

運　輸　部 「沖縄本島地域タクシー適正化活性化協議会」を開催

大量の輸送需要が発生し、輸送機関
等に人流・物流が集中する年末年始は、

ひとたび事故等が発生した場合には大き

な被害となることが予想されます。

　このため、陸・海にわたる輸送機関等

について、運輸安全一括法の趣旨を踏ま

えた経営トップを含む幹部の強いリーダ

ーシップの下での自主点検等を通じた安

全性の向上を図るため、「年末年始の輸

送等に関する安全総点検」を平成２１年

１２月１０日から平成２２年１月１０日

まで実施しました。

　沖縄総合事務局運輸部では、今年度の

重点点検事項を①事故・事件等発生時の

乗客等の安全確保のための通報・連絡・

指示体制整備・構築状況、②危険物輸送

及び乗客による危険物の持込みを管理す

るための体制整備状況、③テロ防止のた

めの警戒体制及びテロ発生時の通報・連

絡・指示体制の整備状況（特に近年新た

に講じたもの）、④旅客等及び職場にお

ける新型インフルエンザ感染防止体制の

整備状況とし、点検時に特に留意するこ

ととしました。

　具体的には、モノレール、バス、タク

シー、トラック及びターミナル事業者等

陸上交通関係、旅客定期航路事業者等船

舶関係、政府登録ホテル等宿泊施設関係

及び第一種旅行業者に対して、自主点検

を適切に実施するよう指導を行ったほか、

期間内に職員による立入検査も同時に実

施し、点検において発見された不備事項

については、早急な改善を指示・指導し

ました。

運　輸　部 平成２１年度　年末年始の輸送等に関する安全総点検の実施

Uny
ubu

Uny
ubu

運輸部長による沖縄都市モノレール（株）への査察（那覇空港駅） 地元住民と点検している様子

新里南交差点

津波古南交差点

津波古交差点

調
査
対
象
区
間

新里交差点

約 1.6km

南城市佐敷地区

調査平面図

kaiha
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いる大保ダムで２００９「森にまなぼう」プロ

ジェクト in 大宜味村（主催：「森にまなぼ

う」プロジェクト大宜味村実行委員会）が開

催され、村内外から約５００名の参加者を

集め植樹祭などが行われました。

　同プロジェクトは２００６年から国頭村で

行われてきましたが、今回は大宜味村での

開催となり、「水資源保全と地球温暖化防

止活動の一環として、次世代を担う子ども

たちに自然保護の大切さを、植樹・育樹を

通して体験する機会を提供し、環境教育の

推進を図る。また、大保ダム建設事業に伴

い、北部ダム事務所との連携により、地区

内へ大宜味村の特色を活かした植樹を行

い、環境、観光、教育プログラムに繋げる取

組とする。」ことを趣旨として開催されたも

のです。

　当日は時折強い雨が降る中、くわやスコ

ップを使ってサプライズゲストのサッカー

元日本代表の中田英寿さんらとともに、大

宜味村の村木であるシークヮーサーやツ

バキ５００本を植樹しました。記念植樹の後

は、水資源の保全と地球温暖化を題材とし

たエコロジークイズ大会や子供たちと５名

のサッカー元日本代表とのミニサッカーゲ

ームなどが行われました。ミニサッカーゲ

ームでは、ハイレベルの技に歓声が上がり、

子供たちの一生懸命なプレーに拍手が送

られていました。

　現在、大保ダムでは、来年度の完成を目

指しダムの安全性などを最終確認するた

め試験的にダムに水を貯めているところで

すが、並行してダム周辺では、工事ヤード跡

地を利用した芝生広場やビオトープなどの

環境整備を進めているところです。ダムが

完成した暁には、水源地域の方々と連携を

図り、ダム湖を中心とするこれらダム周辺

のオープンスペースの活用を進め、今回の

プロジェクトのような地域の活性化に繋が

る取組を積極的に応援していきたいと考

えています。

開発建設部 大保ダムで２００９「森にまなぼう」プロジェクト in 大宜味村を開催

南部国道事務所では、国道３３１号南城
市佐敷地区の改良事業を実施するにあた
り、地元住民等の声を事業へ反映させるた

めに、平成２１年１１月２５日に地元自治会
や馬天小学校職員及びＰＴＡ、南城市、与那
原警察署の関係者と協働で津波古交差点
から新里南交差点までの約１．６ｋｍの区間

において徒歩による「道路の交通安全点
検」を実施しました。
　今回の安全点検実施区間は、歩道幅員
が狭隘な箇所や右折帯が設置されていな
い交差点があり、地元からも交通安全性の
向上、交通渋滞の緩和、沿道環境の改善を
図るために道路改良の早期実現について
の要請が寄せられています。
　また、去る平成２１年６月２２日には、路線
バスと自転車との接触事故が発生し、小学
生が犠牲になっております。
　安全点検後の意見交換会において、参
加者から、①歩道幅員を広くしてほしい、②
視認性の悪いカーブを改善してほしい、③
歩道が途切れている箇所に危険周知の標
識を設置してほしい等の要望をいただきま
した。安全点検でいただいた要望等につい
ては、内容を精査し、対応可能な要望につ
いては、今後の改良事業へ反映させたいと
考えております。

開発建設部 国道３３１号南城市佐敷地区において「道路の交通安全点検」を実施

「特定地域における一般乗用旅客自動車
運送事業の適正化及び活性化に関する特

別措置法（平成21年法律第64号）」が、

平成21年10月１日に施行されました。

この法律に基づき、供給過剰の進行等に

よりタクシーが地域公共交通としての機

能を十分に発揮できていない地域として、

沖縄本島地域を含む全国141地域が、

「特定地域」として指定されました。特

定地域においては、地域の関係者により

組織される協議会が「地域計画」を作成

し、タクシー事業の適正化・活性化の推

進に向けて総合的・一体的に取り組むこ

ととし、タクシー事業者は、「地域計

画」に即してタクシー事業の適正化・活

性化に資する取組を実施するための「特

定事業計画」を作成することとしており
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　これを踏まえ、去る

10月27日に、「沖縄
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長：勝山潔沖縄総合事

務局運輸部長、事務局
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業の現状と問題点について説明があった

後、各委員より、様々な意見が出され、
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域計画」の作成等に向け、数回開催され
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る取組が実施されることとなります。
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大量の輸送需要が発生し、輸送機関
等に人流・物流が集中する年末年始は、
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な被害となることが予想されます。
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送等に関する安全総点検」を平成２１年
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まで実施しました。

　沖縄総合事務局運輸部では、今年度の

重点点検事項を①事故・事件等発生時の
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及び乗客による危険物の持込みを管理す

るための体制整備状況、③テロ防止のた

めの警戒体制及びテロ発生時の通報・連

絡・指示体制の整備状況（特に近年新た

に講じたもの）、④旅客等及び職場にお

ける新型インフルエンザ感染防止体制の

整備状況とし、点検時に特に留意するこ

ととしました。

　具体的には、モノレール、バス、タク

シー、トラック及びターミナル事業者等

陸上交通関係、旅客定期航路事業者等船

舶関係、政府登録ホテル等宿泊施設関係

及び第一種旅行業者に対して、自主点検

を適切に実施するよう指導を行ったほか、

期間内に職員による立入検査も同時に実

施し、点検において発見された不備事項

については、早急な改善を指示・指導し

ました。

運　輸　部 平成２１年度　年末年始の輸送等に関する安全総点検の実施
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運輸部長による沖縄都市モノレール（株）への査察（那覇空港駅） 地元住民と点検している様子

新里南交差点

津波古南交差点

津波古交差点

調
査
対
象
区
間

新里交差点

約 1.6km

南城市佐敷地区

調査平面図

kaiha
tsuke

nsets
u

kaiha
tsuke

nsets
u

（「ゆいレール」いろいろ再発見の答え：２社（タイヤの特性に応じて使い分けています。））
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